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北九州市告示第４４５号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第７７条第１

項及び第１１５条の９第１項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者及び指

定介護予防サービス事業者に係る指定を取り消したので、法第７８条第３号及

び第１１５条の１０第３号の規定に基づき、次のとおり告示する。 

  平成２９年１２月１日 

北九州市長 北 橋 健 治 

訪問介護及び介護予防訪問介護 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 取 消

年 月 日 

４ ０ ７ ０

６ ０ １ ６

８９ 

亜麻色ハウス・

介護サポート 

北九州市八幡東

区帆柱二丁目８

番１号 

ア ス タ ッ ク

ス 有 限会 社 

平 成 ２ ９

年 １ １ 月

２７日 
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北九州市告示第４４６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと 

おり道路の供用を開始する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成２９年１２月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 供用開始の区間 供用開始の期日 

３０４５ 長野６８

号線 

北九州市小倉南区大字長野

６６６番３地先から 

北九州市小倉南区長野東町

６６３番２２地先まで 

平成２９年１２月１日 
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北九州市告示第４４７号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により育成医療、更生医療及び精神通

院医療に係る指定自立支援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の

規定により次のとおり告示する。

  平成２９年１２月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 薬局（育成医療、更生医療及び精神通院医療）

指定自立支援医療機関の

名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

フタバ薬局到津店 北九州市小倉北区上到津二丁目

４番２号 

平成２９年

１２月１日 

日ノ峯薬局 北九州市八幡西区浅川日の峯一

丁目２２番２１号 

平成２９年

１１月１日 

２ 訪問看護ステーション等（精神通院医療）

指定自立支援医療機関の

名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

訪問看護ステーションき

のこハウス 

北九州市八幡西区千代三丁目１

番６号 

平成２９年

１２月１日 
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北九州市告示第４４８号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６５条の規定により育成医療、更生医療及び精神通院医療

に係る指定自立支援医療機関から指定の辞退の届出があったので、同法第６９

条第３号の規定により次のとおり告示する。

  平成２９年１２月１日

北九州市長 北 橋 健 治 

薬局（育成医療、更生医療及び精神通院医療）

指定自立支援医療

機関の名称 

指定自立支援医療機関の

所在地 
辞退理由 辞退年月日 

日の峯薬局 北九州市八幡西区浅川日

の峯一丁目２２番２１号

開設者法人

変更 

平成２９年

１０月３１

日 
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北九州市公告第８２１号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  平成２９年１２月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 特定役務の名称及び数量 

   北九州学術研究都市学術情報センター教育系システム機器の借入れ 一

式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市産業経済局企業支援・産学連携部新産業振興課 

  北九州市若松区ひびきの２番１号 

３ 落札者を決定した日 

平成２９年１０月３１日 

４ 落札者の名称及び住所 

  富士通リース株式会社九州支店 

  福岡市博多区東比恵三丁目１番２号 

５ 落札金額 

  ２億９４２万６４０円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  平成２９年９月１５日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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北九州市上下水道局告示第３８号

 北九州市下水道条例（昭和３９年北九州市条例第３９号）第８条に規定する

排水設備指定工事店を次のとおり指定した。

  平成２９年１２月１日

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志

指定番号 工事店名

代表者

所在地 指定の有効期間

５０４３ 株式会社ユニ 

梅田晴一 

北九州市八幡東区

高見四丁目２番１

５号 

平成２９年１２月１

日から平成３４年５

月３１日まで 
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北九州市上下水道局告示第３９号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  平成２９年１２月１日 

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 指定年月日 

Ｆ－１８４ 三晃住宅設

備 

石田晃平 福岡県京都郡苅田

町松原町８番地６

９ 

平成２９年

１２月１日 

Ｆ－１８５ 株式会社長

澤工務店 

長澤辰昭 福岡県糟屋郡須恵

町大字上須恵１２

０３番地の１ 

平成２９年

１２月１日 
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北九州市選挙管理委員会告示第２５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による各種請求、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定による教

育長又は委員の解職請求並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年

法律第５９号）の規定による合併協議会設置の請求及び合併協議会設置の投票

の請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりである。 

  平成２９年１２月１日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 日 髙 義 隆 

１ 地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及び第７５条第

１項（市の事務の監査の請求）並びに市町村の合併の特例に関する法律第４

条第１項（合併協議会設置の請求）及び第５条第１項（同一請求関係市町村

の長に対する合併協議会設置の請求）に規定する選挙権を有する者の５０分

の１の数 

  １万６，０８９人 

２ 地方自治法第７６条第 1 項（議会の解散の請求）、第８１条第 1 項（市長

の解職の請求）及び第８６条第 1 項（副市長、選挙管理委員（市の選挙管理

委員に限る。）又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第８条第１項（教育長又は教育委員会の委員の解職の請求

）に規定する選挙権を有する者の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た

数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数と

を合算して得た数 

  ２０万５５４人 

３ 地方自治法第８０条第１項（議会の議員の解職の請求）及び第８６条第１

項（選挙管理委員（区の選挙管理委員に限る。）の解職の請求）に規定する

選挙権を有する者の３分の１の数 

  門司区  ２万８，５５４人 

  小倉北区 ５万７１５人 

  小倉南区 ５万８，８２２人 

  若松区  ２万３，２３４人 

  八幡東区 １万９，３９９人 

  八幡西区 ７万８７１人 

  戸畑区  １万６，５５０人 

４ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求市町村の選挙

管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）及び第５条第１５項
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（合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置

協議の投票の請求）に規定する選挙権を有する者の６分の１の数 

  １３万４，０７２人 
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正誤表

年 号 頁 訂正箇所 正 誤

平 成

２ ９

年

第４０７０号 ３ 上から１２行

目

萩原一丁目 萩原二丁目  
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